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1.一般会計

（単位：千円）

予算書P6 （単位：千円）

（款）15総務費 183,000 ▲ 183,000 0

（項）10総務管理費 183,000 ▲ 183,000 0

（目）10一般管理費 183,000 ▲ 183,000 0

178,800令和3年度～令和6年度市営墓地納骨堂指定管理料

160,279,271

介護予防支援事業推進のための施設指
定管理料

令和3年度～令和6年度 110,700

子ども文化会館指定管理料 令和4年度～令和8年度 990,000

限度額

（追加分）

事項 期間

1,659,775

健康福祉局・令和3年度補正予算総括表

〔債務負担行為補正〕

〔歳出〕

　　款・項・目

（款）20民生費

補正後の額

144,523,326

補正額

278,800

57,089,494

5,494,570

8,892 183,000

95,800

91,000

補正前の額

144,244,526

57,185,294

5,585,570（目）10児童福祉総務費

（項）15児童福祉費

161,939,046所管予算合計

191,892（項）25災害救助費

（目）30青少年育成費 805,497 4,800

（項）10保健衛生費 13,363,693 1,563,975

（目）20予防費 6,522,633 1,502,175

810,297

（目）10災害救助費 8,892 183,000 191,892

14,927,668

（款）25衛生費 15,121,945 1,563,975 16,685,920

8,024,808

（目）30成人病対策費 553,188 61,800 614,988
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＜歳出予算＞

一般会計

健康福祉局

69
9



○（国県）には以下の財源を計上しています

・国庫負担金・県負担金
--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの

（例）生活保護費国庫負担金

・国庫補助金・県補助金
--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの

（例）道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金

・国庫委託金・県委託金
--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源

（例）統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金

○（地方債）には以下の財源を計上しています

・建設事業等の財源とするための借入金

○（その他）には以下の財源を計上しています

・特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています
--- （例）施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料

○（一般財源）には以下の金額を計上しています

一般財源

・一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等
により賄われることとなります

【新規事業の表示】

　次ページ以降の資料に記載される事業のうち新規事業については、事業名の先頭に
「★」マークを付与しています

【流用執行事業の表示】

　次ページ以降の資料に記載される事業のうち、流用により予算執行を行った経費が含
まれる事業については、事業名の先頭に「○」マークを付与しています

　※ 流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

【財源内訳の説明】

・（国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要
となる金額を示します

　次ページ以降の資料の（財源内訳）に
は、下記の金額を計上しています

左の財源内訳
国県 地方債 その他
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（単位：千円）

（熊本地震関連）

1　恒久住宅転居経費助成
機構改革補正
復興総室からの所管引継ぎ
負担金補助及び交付金▲30,000等

（熊本地震関連）

2　民間賃貸住宅入居初期経費助成
機構改革補正
復興総室からの所管引継ぎ
負担金補助及び交付金▲16,000

（熊本地震関連）

3　住宅再建利子補給事業
機構改革補正
復興総室からの所管引継ぎ
負担金補助及び交付金▲100,000

（熊本地震関連）

4　高齢者住宅再建利子補給事業
機構改革補正
復興総室からの所管引継ぎ
負担金補助及び交付金▲31,000

（新型コロナウイルス関連）

★1　児童相談所システム改修経費
要保護児童等の情報共有のための
システム改修に係る経費
委託料6,000

★1　児童手当システム改修経費
児童手当の制度改正に伴うシステム
改修経費
委託料85,000

（子ども支援課）

85,000 85,000

(1,755,990) (85,000) (85,000)

（子ども政策課）

6,000 3,000 3,000

(347,713) (6,000) (3,000) (3,000)

3,000

（款）20民生費 144,244,526 278,800 271,000 7,800

（項）15児童福祉費 57,089,494 95,800 88,000

（目）10児童福祉総務費（P38) 5,494,570 91,000 88,000

7,800

31,000 ▲ 31,000 ▲ 31,000

100,000 ▲ 100,000 ▲ 100,000

　　款・項・目・所管及び説明
　　（予算説明書ページ）

補正前 補正額
左の財源内訳

国県 地方債 その他 一般財源

令和3年度 一般会計・補正予算 令和3年第2回定例会 【健康福祉局】 1

〔歳出〕

（項）10総務管理費 183,000 ▲ 183,000 ▲ 183,000

（款）15総務費 183,000 ▲ 183,000 ▲ 183,000

（目）10一般管理費（P36) 183,000 ▲ 183,000 ▲ 183,000

（健康福祉政策課） (183,000) （▲ 183,000) （▲ 183,000)

36,000 ▲ 36,000 ▲ 36,000

16,000 ▲ 16,000 ▲ 16,000
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（単位：千円）

1　子ども文化会館施設管理経費
 （指定管理料）

子ども文化会館の指定管理に係る
経費（令和4年3月分）
委託料4,800

〔債務負担行為補正〕【再掲】

（熊本地震関連）

〇1　恒久住宅転居経費助成
機構改革補正
復興総室からの所管引継ぎ
負担金補助及び交付金30,000等

（熊本地震関連）

〇2　民間賃貸住宅入居初期経費助成
機構改革補正
復興総室からの所管引継ぎ
負担金補助及び交付金16,000

（熊本地震関連）

〇3　住宅再建利子補給事業
機構改革補正
復興総室からの所管引継ぎ
負担金補助及び交付金100,000

（熊本地震関連）

〇4　高齢者住宅再建利子補給事業
機構改革補正
復興総室からの所管引継ぎ
負担金補助及び交付金31,000

4,800

(4,800)

（目）30青少年育成費（P38) 805,497 4,800 4,800

〔歳出〕
　　款・項・目・所管及び説明

　　（予算説明書ページ）
補正前 補正額

左の財源内訳
国県 地方債 その他 一般財源

令和3年度 一般会計・補正予算 令和3年第2回定例会 【健康福祉局】 2

（子ども支援課） (805,497) (4,800)

4,800

事項 期間 限度額

子ども文化会館指定管理料 令和4年度～令和8年度 990,000

(8,892) (183,000) (183,000)

100,000 100,000

（項）25災害救助費 8,892 183,000 183,000

（目）10災害救助費（P39) 8,892 183,000 183,000

31,000 31,000

36,000 36,000

16,000 16,000

（健康福祉政策課）

72
12



（単位：千円）

（新型コロナウイルス関連）

1　新型コロナウイルスワクチン
　接種経費

個別接種の体制整備及び集団接種
における医療従事者の確保等に係る
経費
委託料1,221,906、役務費17,300等

（新型コロナウイルス関連）

★2　自宅療養者等フォローアップ
　　体制強化経費

自宅療養者等の健康観察業務に
係る委託経費
委託料106,000

（新型コロナウイルス関連）

3　戦略的モニタリング検査経費
県境を越えた移動者等を対象とした、駅
等でのPCR検査キット配布や感染状況等
の把握に係る経費（配布数の増加・実施
期間の延長に伴う補正）
委託料135,000

（新型コロナウイルス関連）

★1　保健福祉系システム改修経費
マイナポータルを通じて検診結果等
を個人に提供するためのシステム
改修経費
委託料28,000

2　健康ポイント事業
自治体マイナポイントモデル事業の
実施に係るシステム改修等経費
委託料32,194、報酬1,072等

（健康づくり推進課） (543,282) (61,800) (46,606) (15,194)

（項）10保健衛生費 13,363,693 1,563,975 1,413,781 150,194

（款）25衛生費 15,121,945 1,563,975 1,413,781 150,194

135,000（目）20予防費（P40) 6,522,633 1,502,175 1,367,175

(135,000)（感染症対策課） (6,522,633) (1,502,175) (1,367,175)

2,090,000 1,261,175 1,261,175

106,000 106,000

553,188 61,800 46,606 15,194

48,000 135,000 135,000

（目）30成人病対策費（P40)

28,000 18,666 9,334

令和3年度 一般会計・補正予算 令和3年第2回定例会 【健康福祉局】 3

〔歳出〕
　　款・項・目・所管及び説明

　　（予算説明書ページ）
補正前 補正額

左の財源内訳
国県 地方債 その他 一般財源

51,500 33,800 27,940 5,860
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病院局
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病院事業会計

病院局
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〔債務負担行為補正〕
（追加分） 予算書P15 （単位：千円）

事項 期間 限度額

市民病院給食調理業務等委託 令和3年度～令和8年度 1,514,700

市民病院物品調達管理業務委託 令和3年度～令和6年度 180,000

市民病院滅菌及び手術室支援業務委託 令和3年度～令和8年度 462,900

令和3年度補正予算　総括表
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厚生分科会審査分

病院局

＜予算所管＞

健康福祉局
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健康福祉局
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1.一般会計

（単位：千円）

（款）20民生費 144,523,326 459,000 144,982,326

健康福祉局・令和3年度補正予算総括表

〔歳出〕

　　款・項・目 補正前の額 補正額 補正後の額

（項）10社会福祉費 59,568,418 459,000 60,027,418

（目）10社会福祉総務費 11,123,671 459,000 11,582,671

（款）25衛生費 16,685,920 1,232,298 17,918,218

（項）10保健衛生費 14,927,668 1,232,298 16,159,966

所管予算合計 161,939,046 1,691,298 163,630,344

（目）20予防費 8,024,808 1,232,298 9,257,106
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＜歳出予算＞

一般会計

健康福祉局
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○（国県）には以下の財源を計上しています

・国庫負担金・県負担金
--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの

（例）生活保護費国庫負担金

・国庫補助金・県補助金
--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの

（例）道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金

・国庫委託金・県委託金
--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源

（例）統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金

○（地方債）には以下の財源を計上しています

・建設事業等の財源とするための借入金

○（その他）には以下の財源を計上しています

・特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています
--- （例）施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料

○（一般財源）には以下の金額を計上しています

一般財源

・一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等
により賄われることとなります

【新規事業の表示】

　次ページ以降の資料に記載される事業のうち新規事業については、事業名の先頭に
「★」マークを付与しています

【流用執行事業の表示】

　次ページ以降の資料に記載される事業のうち、流用により予算執行を行った経費が含
まれる事業については、事業名の先頭に「○」マークを付与しています

　※ 流用は支出科目の更正のための節の組替等全て含む

【財源内訳の説明】

・（国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要
となる金額を示します

　次ページ以降の資料の（財源内訳）に
は、下記の金額を計上しています

左の財源内訳
国県 地方債 その他
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（単位：千円）

（新型コロナウイルス関連）

★1　新型コロナウイルス感染症による
 　生活困窮者自立支援金支給事業

総合支援資金の再貸付が終了した生活
困窮世帯等への支援金給付に係る経費
扶助費419,000、委託料34,500等

（新型コロナウイルス関連）

1　新型コロナウイルスワクチン
 接種経費

高齢者接種の前倒しに伴う接種体制の
拡充等に係る経費
委託料617,869等

（新型コロナウイルス関連）

★2　抗原検査実施経費
学校や企業等における軽症状者向けの
抗原検査の実施に係る経費
委託料360,000

1,232,298 1,032,298

(200,000)

360,000 160,000

（感染症対策課） (8,024,808) (1,232,298) (1,032,298)

3,351,175 872,298 872,298

　　款・項・目・所管及び説明
　　（予算説明書ページ）

補正前 補正額
左の財源内訳

国県 地方債 その他 一般財源

令和3年度 一般会計・補正予算 令和3年第2回定例会 【健康福祉局】 1

〔歳出〕

200,000

（款）20民生費 144,523,326 459,000 459,000

（項）10社会福祉費 59,568,418 459,000 459,000

（目）10社会福祉総務費（P16) 11,123,671 459,000 459,000

（保護管理援護課）

459,000 459,000

(302,536) (459,000) (459,000)

（款）25衛生費 16,685,920 1,232,298 1,032,298 200,000

（項）10保健衛生費 14,927,668 1,232,298 1,032,298 200,000

（目）20予防費（P17) 8,024,808

200,000
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令和３年（２０２１年）第二回定例会提出議案一覧 

【条例案件】 

議番号 件名、提出理由及び主な内容等 

議第 174 号 

件名：熊本市墓地条例の一部改正について 

 

＜改正理由＞ 

 指定管理者の指定の手続等について定めるため、所要の改正を行うもの 

 

＜改正内容＞ 

1 指定管理者の指定に関する規定の追加 

（1）指定の基準 

  ア 平等利用が確保されること。 

  イ 施設の効用を最大限に発揮させ、経費の縮減が図れること。 

  ウ 管理を安定して行う能力を有すること。 

（2）指定管理者の業務 

  ア 施設の維持管理に関する業務 

  イ 工作物等の建設等の許可に係る申請の受付に関する業務 

  ウ 土地の一時使用の許可に係る申請の受付に関する業務 

  エ 埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証の受理に関する業務 

（3）協定の締結、指定の取消し等に係る損害賠償、秘密保持義務等 

2 墓地における禁止行為に関する規定の追加 

 

＜施行日＞ 

 公布の日 

 

 

 

厚生分科会 

議案説明資料 １ 
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令和３年（２０２１年）第二回定例会提出議案一覧 

【条例案件】 

議番号 件名、提出理由及び主な内容等 

議第 175 号 

件名：熊本市納骨堂条例の一部改正について 

 

＜改正理由＞ 

 指定管理者の指定の手続等について定めるため、所要の改正を行うもの 

 

＜改正内容＞ 

指定管理者の指定に関する規定の追加 

（1）指定の基準 

  ア 平等利用が確保されること。 

  イ 施設の効用を最大限に発揮させ、経費の縮減が図れること。 

  ウ 管理を安定して行う能力を有すること。 

（2）指定管理者の業務 

  ア 施設の維持管理に関する業務 

  イ 焼骨の収蔵の受付に関する業務 

（3）協定の締結、指定の取消し等に係る損害賠償、秘密保持義務等 

 

＜施行日＞ 

 公布の日 
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令和３年（2021 年）第二回定例会提出議案一覧 

【条例案件】 

議番号 件名、提出理由及び主な内容等 

議第 177 号 

件名：熊本市病院事業条例の一部改正について 

 

＜改正理由＞ 

市民病院の初診及び再診における使用料の改定をするため、所要の改正

を行うもの 

 

＜改正内容＞ 

初診及び再診における加算額の改定 
 (1) 初診の場合（他の病院又は診療所からの紹介状がない場合等） 

 ３，３００円 → ５，５００円 
 (2) 再診の場合（市民病院が他の病院又は診療所に対して紹介を行う旨 
の申出を行っている場合等） 

 ８２０円 → ２，７５０円 

 

＜施行日＞ 

規則で定める日 
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